
                       

 

令 和 ２年 ８ 月 ２ １ 日 

港 湾 局 海 洋 ・環 境 課 

 

「交通政策審議会 港湾分科会 環境部会  

洋上風力促進小委員会」（第７回）を開催します 
 

経済産業省及び国土交通省は、７月２１日に促進区域に指定した 4区域の公募占用指針

について議論するため、総合資源エネルギー調査会洋上風力促進ワーキンググループと交

通政策審議会洋上風力促進小委員会の合同会議を開催します。 
 

 

経済産業省及び国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利

用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）に基づく促進区域である、「秋田県能代市、三種

町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖（北側）」、「秋田県由利本荘市沖（南側）」及び「千葉

県銚子市沖」における公募占用指針を定めるにあたって、再エネ海域利用法第１３条第５項に

基づき学識経験者の意見を聴取するため、下記のとおり「総合資源エネルギー調査会省エネ

ルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代

電力ネットワーク小委員会洋上風力促進ワーキンググループ（第６回）」 「交通政策審議会港

湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会（第７回）」合同会議を開催します。 

 

記 
 

１．日時 

令和２年８月２８日（金）９：００～１１：００ 

２．場所 

WEB 会議による開催 

３．議題 

「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖（北側）」、「秋田県由利本

荘市沖（南側）」及び「千葉県銚子市沖」の海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

に係る公募占用指針について 

４．その他 

・ 本会議は公開としますが、新型コロナウイルス感染症対策等の観点からインターネットライ

ブ中継を行いますので、傍聴はライブ中継からお願いします。 

・ 会議終了後、報道関係者を対象としたブリーフィング（WEB 会議形式）を行う予定です。 

 



・ ブリーフィングへの参加を希望される方は、あらかじめメールにて氏名・所属・連絡先（電話

番号及びメールアドレス）のご登録をお願いします。 

登録先メールアドレス： hqt-youjoushoui@gxb.mlit.go.jp 

登録期限：令和２年８月２６日（水）１７時００分 

※参加方法等は、参加人数等確定後、メールにてお知らせいたします。 

・ 会議資料及びライブ中継リンクは、会議当日までに以下の HP に掲載します。 

 資源エネルギー庁 HP 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/index.html 

 国土交通省 HP 

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s304_youjouhuuryoku01.html 

 

（本発表資料のお問合せ先） 

  国土交通省 港湾局 海洋・環境課 

       担当者：針谷、佐藤 

       電話：03-5253-8111（内線 46668、46657） 

           03-5253-8674（直通） 

           03-5253-1653（FAX）  



「総合資源エネルギー調査会 

省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 

洋上風力促進ワーキンググループ」 

 「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」 

合同会議 

委員名簿 

（五十音順・敬称略） 

 

 石原 孟 東京大学大学院工学系研究科 教授 

◎ 牛山 泉 足利大学 理事長 

 大串 葉子 椙山女学園大学現代マネジメント学部 教授 

 加藤 浩徳 東京大学大学院工学系研究科 教授 

○ 來生 新 放送大学 学長 

 清宮 理 早稲田大学 名誉教授 

 桑原 聡子 外苑法律事務所 パートナー弁護士 

 中原 裕幸 一般社団法人海洋産業研究会 顧問 

 原田 文代 株式会社日本政策投資銀行企業金融第５部担当部長 

 山内 弘隆 一橋大学経営管理研究科 教授 

◎洋上風力促進ワーキンググループ 座長 

〇洋上風力促進小委員会 委員長 


